
重点目標１－１ 市民が主体の住民自治のまち 
事 業 名 

事業費 
(前年度) 

説   明         (単位：千円) 

  

市民活動支援基金 

積立・活用事業 

 

地域振興部 

〈地域コミュニティ課〉

 

 

11,562  

(11,660) 

ボランティア活動等の市民活動を推進するため、前年中の寄附金と同額を市

が上乗せ(マッチングギフト方式)して積み立てた「市民活動支援基金」を活用

し、市民活動を行う団体を財政面から支援します。 

 

○基金積立事業     3,562                 

（内訳）前年の寄附額  1,761、市の上乗せ額  1,761、基金利子  40 

○基金活用事業     8,000         

（内訳）始業期、成長期 3,000、まちづくり環境整備  5,000 

 

市民活動センター 

指定管理料 

 

地域振興部 

〈地域コミュニティ課〉
 

 

 

24,548 

(24,548) 

 

 

 

 

 

 

市民活動の活性化を図るため、ボランティア活動等の総合的な支援の拠点と

なる「市民活動センター」を指定管理により運営します。 

 

○市民活動センター(市民プラザ3階)の概要 

 ・指定管理者 (特非)ＮＰＯみやざき 

・指定期間 平成26年4月～平成31年3月 

 

 

市民活動保険 

運営事業 

 

地域振興部 

〈地域コミュニティ課〉

 

 

 

3,500  

(3,500) 

 

 

市民が安心して市民活動に参加できるように、活動中の不慮の事故に備え「市

民活動保険制度」(傷害補償・賠償責任補償)の運営を行います。 

 

○制度の概要 

・補償対象者 市民若しくは市民活動の拠点が市内にある人 

・補償の対象となる活動 

＊3人以上で構成された団体で、継続的・計画的に活動していること 

  ＊無報酬で広く公共の利益を追求する自発的な活動であること 

○新 

まちづくり人材育成

事業「宮崎まちびと

大学校」 

地域振興部 

〈地域コミュニティ課〉

地域力 

地方創生 

 
1,100  

 
 
 

住民主体のまちづくりを推進するため、市民がまちづくりについて学ぶ講座

を開催し、多様な主体との連携や経営的視点などを取り入れたまちづくりを行

うリーダー的人材を育成します。 
 

○事業の概要 
  1年目を基礎コース、2年目を応用コースとしてまちづくりについて学ぶ2 

年間の講座を実施（平成28年度は初年度のため基礎コースのみ開催） 

 

まちづくり協働 

ファシリテーション

推進事業 

 

地域振興部 

〈地域コミュニティ課〉

 

地域力 

 

630  

(660) 

多様な主体による協働の推進を図るため、市民活動団体・地域活動団体、企

業(社会貢献活動)等を対象としたシンポジウム等を開催し、市民・地域活動に

おける課題解決に向けた話し合いの場を提供します。 
また、本市における協働ルールの見直し検討を行い、新しい協働の推進に向

けた取組を構築します。 

 

○事業の概要 

・対象者 市民活動団体、地域活動団体、企業(社会貢献活動)等 

・計 画 シンポジウム等の開催と、それに伴う検討会議の開催及び市民と 

行政との協働のルールブックの見直し検討 
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重点目標１－１ 市民が主体の住民自治のまち 

事 業 名 
事業費 
(前年度) 

説   明         (単位：千円) 

 

自治会活動の支援 

 

地域振興部 

〈地域コミュニティ課〉

 

 

 

208,720  

(213,630) 

 
 

 

市民が主役の市民のためのまちづくりを推進するため、住民の自主的な組織

である自治会に対して活動費等の一部を助成し、自治会活動の活性化を支援し

ます。 

 

○主な事業内容 

 ⑴自治会助成事業                208,320  地域力 

  ・自治会補助金                189,437         

    一世帯につき1,800円の補助のほか「激変緩和措置(清武)」や「場外 

舟券発売場環境整備協力費(宮崎駅前地区)」による加算あり 

  ・エコクリーンプラザみやざき周辺環境整備等事業補助金(北地区)3,180 

  ・自治会連合会運営補助金           11,576         

    運営費、研修費、地区連合会活動助成など 

  ・県広報みやざき配布費補助金         3,342         

 ⑵自治会加入促進事業               400  地域力 

  ・自治会未加入対策補助金 

    一世帯増加につき500円の補助 

  ・自治会加入促進チラシの作成 

 

場外車券売場周辺 

環境整備助成事業 

 

地域振興部 

〈地域コミュニティ課〉

 

 

 

7,109  

(11,440) 

 

  

場外車券売場周辺の環境整備や地域活性化のため、サテライト宮崎から支払

われる協力金を活用し、地区住民が実施する事業に対して必要経費の一部を支

援します。 

 

○補助対象事業 

・交通安全、防犯及び青少年の健全育成に係る事業 

・河川浄化運動、地域美化運動などの環境・景観保全に係る事業 

・地域コミュニティの活性化や公共的施設の建設など地域振興に寄与する事 

 業 

 

（仮称）地域まち 

づくり推進条例検討

事業 

 

地域振興部 

〈地域コミュニティ課〉

地域力 

 

 

656  

(540) 

 

自治会及び地域まちづくり推進委員会の活動の活性化を推進することによ

り、市民が主体となったまちづくりを進めることを目的とした「(仮称)地域ま

ちづくり推進条例」の制定に取り組みます。 

 

場外舟券発売場周辺 

環境整備助成事業 

 

地域振興部 

〈地域コミュニティ課〉

 

 

 

800  

(400) 

 

 

場外舟券発売場周辺の自治会や各種団体の活性化及び地域振興を図るため、

ミニボートピア宮崎から支払われる協力費を活用し、宮崎駅前地区自治会が主

体となり組織する地域振興団体が取り組む事業に対して、対象経費の一部を支

援します。 
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重点目標１－１ 市民が主体の住民自治のまち 

事 業 名 
事業費 
(前年度) 

説   明         (単位：千円) 

 

自治公民館 

活動推進事業 

 

地域振興部 

〈地域コミュニティ課〉

 

地域力 

 

34,600  

(34,700) 

 
 

 

 地域組織の活性化と地域コミュニティづくりを推進するため、拠点である自

治公民館に対し、運営費を支援します。 

 

○主な事業内容 

・単位自治公民館運営費補助金               31,465 

館あり433館(65,000円/館)、館なし 92館(35,000円/館)のほか、 

「場外舟券発売場環境整備協力費(宮崎駅前地区)」による加算あり    

 ・各地区自治公民館連絡協議会運営費補助金                     920 

 ・宮崎市自治公民館連絡協議会運営費補助金              2,145 

 

自治公民館建設費 

補助事業 

 

地域振興部 

〈地域コミュニティ課〉

 

 

 

21,800  

(63,000) 
 

宮崎     20,688 

清武      1,112 

 地域のコミュニティ活動の拠点である自治公民館の整備費、借家料の補助を

行います。 

 

○事業内容                   (単位:千円) 

区分 事業費 
増改築費補助：補助率50/100 

(上限額600万円、50万円以上対象) 12,935 
空調機器等設置費補助：補助率50/100 

(上限額100万円、20万円以上対象) 7,713 
借家料補助：補助率50/100 

(上限額42万円、6万円/年以上対象) 1,152 
合計 21,800 

 

 

地域事務所管理運営 

事業 

 

地域振興部 

〈地域コミュニティ課〉

 

 

 

27,100 

(27,140) 

 

 

地域自治区の円滑な運営を行うため、11か所の地域事務所(中央東、中央西、

小戸、大宮、東大宮、大淀、大塚、檍、大塚台、生目台、小松台)の管理運営を

行います。 

 

○地域事務所の主な役割 

 ・地域協議会支援業務：地域協議会の運営支援 

・地域振興業務：地域まちづくり活動の支援や 

地域の各種団体との連絡調整等 

 ・窓口業務：各種証明書の発行等(6地域事務所) 

 

地域協議会管理運営 

事業 

 

地域振興部 

〈地域コミュニティ課、

６地域センター〉 

４総合支所 

〈地域総務課〉 

 

 

13,443  

(12,520) 
 

宮崎     12,002 

清武      1,441 

地域住民の意見を市政に反映させるため、22の地域自治区ごとに住民の代表

者で構成される地域協議会を開催し、市に対する意見を出し、地域の課題解決

に向けての協議を行います。 

                        (単位：人以内、千円) 

地域協議会 委員定数 事業費 所管 

中央東ほか10地域協議会 220 5,200 地域コミュニティ課 

赤江地域協議会 20 830 
赤江地域センター 

○新本郷地域協議会 20 810 

木花地域協議会 20 700 木花地域センター 

青島地域協議会 20 773 青島地域センター 

住吉地域協議会 20 746 住吉地域センター 

生目地域協議会 20 697 生目地域センター 

北地域協議会 20 868 北地域センター 

佐土原地域協議会 20 475 佐土原・地域総務課 

田野地域協議会 20 412 田野・地域総務課 

高岡地域協議会 20 491 高岡・地域総務課 

清武地域協議会 20 1,441 清武・地域総務課 

合計 440 13,443  
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重点目標１－１ 市民が主体の住民自治のまち 

事 業 名 
事業費 
(前年度) 

説   明         (単位：千円) 
 

地域コミュニティ 

活動交付金事業 

 

地域振興部 

〈地域コミュニティ課〉

 

地域力 

 

86,816  

(86,504) 

 
 

地域の課題解決に取り組む各地域まちづくり推進委員会に対して、地域コミ

ュニティ活動交付金を交付し、住民主体のまちづくり活動を支援します。 

 

○地域コミュニティ活動交付金活用事業の一例 

・防犯・防災：防犯パトロール、子どもの見守り など 

・地域福祉 ：子育て支援、高齢者のふれあい など 

・環境   ：里山整備・保全、清掃活動 など 

・その他  ：地域夏祭り、史跡めぐりウォーキング大会 など 

 

地域コミュニティ 

活動基金積立事業 

 

地域振興部 

〈地域コミュニティ課〉

 

82,852  

(82,428) 

地域自治区における住民主体のまちづくりを推進するため、地域活動に必要

な財源を基金へ積み立てます。 

 

○積立金の内訳 

・平成28年度積立額                            82,848         

・平成28年度預金利子(見込)                         4         

 

地域コミュニティ 

活動評価事業 

 

地域振興部 

〈地域コミュニティ課〉

 

地域力 

 

700  

(700) 

地域コミュニティ活動交付金の使途の明確化を図るため、評価委員会による

検証・評価を行うほか、各地域の先駆的な取組や成功事例などの情報を各地域

に提供し、市全域における住民主体のまちづくりの充実を図ります。 

 

○主な事業内容 

・地域コミュニティ活動交付金評価委員会委員：9人 

(学識経験者、福祉、市民活動、教育、文化、マスコミ関係者) 

・評価委員会5回、ヒアリング1回、実地調査3回／人 

・平成27年度活動交付金活用事業に係る評価報告書作成、公表 
 

地域まちづくり推進

委員会事務局運営支

援事業 

 

地域振興部 

〈地域コミュニティ課〉

地域力 

 

53,761  

(51,165) 

 
 

 

地域コミュニティ活動交付金を活用して、地域まちづくり活動を実践してい

る各地域まちづくり推進委員会の事務局運営費の補助を行い、住民主体のまち

づくりを推進します。 

 

○補助の概要 

・交付団体数  27団体 

 ・補助対象経費 人件費及び事務費 

 

○新 

地域のお宝発掘・発

展・発信事業 

 

地域振興部 

〈地域コミュニティ課〉

 

地域力 

地方創生 

 

46,400  

 

地域自治区ごとに策定した地域まちづくりの将来像である「地域魅力発信プ

ラン」の実現に向けたアイディア事業を募集して、事業費の補助を行うことに

より、プランに掲げる「地域のお宝」を磨き上げ、情報発信する取組を支援し

ながら、住みよく誇りと愛着を持った地域づくりを促進します。 

また、事業の募集や選定などに、各地域協議会が参画することによって、そ

れぞれの地域の特色を生かした取組となるように努めます。 

 

○補助の概要 

・事業数  各地域自治区で原則1事業 

・補助金額 200万円上限 
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重点目標１－１ 市民が主体の住民自治のまち 

事 業 名 
事業費 
(前年度) 

説   明         (単位：千円) 
 

地域魅力発信プラン 

策定支援事業 

 

地域振興部 

〈地域コミュニティ課〉

 

地域力 

 

360  

(121) 

地域魅力発信プランは、より効果的・効率的なまちづくりを進めるために5

年後・10年後のまちづくりの将来像を描いたものであり、清武、赤江、本郷の

地域自治区において、地域協議会等が主体となって策定に取り組むに当たり、

策定が円滑に行われるよう会議のサポートなどの支援を行います。 

 

学習等供用施設整備

事業（佐土原） 

 

地域振興部 

〈地域コミュニティ課〉

  

 

 

31,000  

(39,100) 
 

 

佐土原地域にある学習等供用施設等の長寿命化を図るため、空気調和設備更

新等の改修工事を行います。 

 

○平成28年度実施予定 

・空気調和設備更新工事 (旭町・広瀬台地区、久保土地区) 

○新 

松小路地区学習等供

用施設区画整理補償

事業（佐土原） 

 

地域振興部 

〈地域コミュニティ課〉

 

5,000  

 
 

 

松小路土地区画整理事業の進捗に伴い、松小路地区学習等供用施設敷地内の

立木・工作物等の撤去・復元等の工事を行います。 

 

○事業内容 

・立 木 (センダン等)              1,080        

・工作物 (フェンス・ブロック、給排水管等)       3,617 

・その他雑工事 (運搬、処分費等)          303 

 
共同利用施設管理 
事業 
 
環境部 
〈環境保全課〉 
 

 

8,405  

 (14,720) 

 

空港周辺住民の航空機騒音対策として設置した共同利用施設 7 館の適切な運

営管理を行います。 

 

○事業内容 

・共同利用施設管理費               6,460 

・共同利用施設指定管理料             1,945 

 指定期間 平成28年4月～平成33年3月 

○対象施設及び指定管理者 

対象施設 指定管理者 
月見ケ丘センター 月見ケ丘南自治会 
南赤江センター 赤江自治会 
津和田センター 津和田自治会 
月見ケ丘６次センター 月見ケ丘第６区自治会 
ひえだセンター ひえだ第一苑自治会 
空港南センター 空港苑自治会 
柳籠センター 恒久柳籠自治会 

 

 
共同利用施設整備 
事業 
 
環境部 
〈環境保全課〉 

 

11,000  

(106,900) 
 

共同利用施設の快適な利用を図るため、施設の改修工事等を行います。 

 

○主な事業内容 

改修工事 

 ・ひえだセンター       外壁塗装工事 

 ・空港南センター       外壁塗装工事 

 ・柳籠センター        外壁塗装工事 
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重点目標１－１ 市民が主体の住民自治のまち 

事 業 名 
事業費 
(前年度) 

説   明         (単位：千円) 

○新  
旧共同利用施設 
譲渡円滑化事業 
 
環境部 
〈環境保全課〉 

 

9,500  

 
宮崎    7,923 
清武    1,577 

 平成28年4月1日付けで共同利用施設の無償譲渡を受ける自治会等に対し、

運営の円滑化を図るため、光熱水費、施設整備費について補助します。 

 

○主な事業内容 

・光熱水費補助                  2,521 

・施設整備費補助                 6,979 
 

 

高岡交流プラザの 

管理運営 

 

高岡総合支所 

〈地域総務課〉 

 

22,468 

     (23,593) 

市民の交流促進及び地域の連帯感の醸成を図るため、高岡交流プラザの適切

な管理運営を行います。 

 

○高岡交流プラザの概要 

 ・施設内容  コミュニティ施設（会議室、和室、多目的室、多目的ホール、 

        備蓄倉庫等）、多目的グラウンド 

○事業費のうち指定管理料                         21,820 

 ・指定管理者 高岡いきいき未来ネット 

 ・指定期間 平成28年4月～平成31年3月 
 

選挙啓発事業 

 

選挙管理委員会 

事務局 

 

 

1,410  

      (1,160) 

明るく正しい選挙の推進や投票総参加を目指し、公職選挙法第6条に基づい

て、選挙に関する啓発や周知等を行います。 

 

○主な事業内容 

 ・宮崎市明るい選挙推進大会 

 ・選挙啓発標語募集 

・明るい選挙ポスター書道作品展 

・わけもんの主張作文募集 

 ・白ばら旗争奪小学生ソフトボール大会 

 ・市広報への選挙啓発特集ページ掲載 

・若年層向け啓発ちらし配布(新有権者・高校生) 

 ・自治公民館や公立公民館等での啓発 

 ・小・中学校、高等学校での出前授業の実施 

 ○新大学生との連携による若者への啓発の推進 
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